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１． はじめに 

社会資本整備の計画策定において透明性や公正性，あ

るいは説明責任等がより一層求められている中で，2008
年 4 月に国土交通省により「公共事業の構想段階におけ

る計画策定プロセスガイドライン」（以下，「国交省ガイ

ドライン」）1)が策定され，国土交通省所管の公共事業の

構想段階における計画策定プロセス，あるいは付随する

PI等のあり方について，標準的な考え方が示されている．

従来からも道路をはじめとする分野で個別にはPIに係る

ガイドライン等 2)が整備されつつあったが，国交省ガイ

ドラインは分野間で共通となる計画策定プロセスやPIの
標準的なあり方を示している． 
この国交省ガイドラインの内容については，曽根ら 3)

によって報告されているため，その詳細を省略するが，

計画策定プロセスやPIに関する従来のガイドラインとの

相違点として特筆すべき事項が 3 点あると筆者らは考え

る． 
第一に，計画策定プロセスを，計画検討手順，技術・

専門的検討，住民参画促進（PI に相当）の 3 つプロセス

によって構成し，また各プロセスを補助するように第三

者機関を位置付けている．また，原則的には一つの第三

者機関に複数の役割を担わせないよう示している．この

ように第三者機関が個別のプロセスに対応して位置付け

られることにより，第三者機関が明確な役割分担の下に

機能することが期待される．たとえば，よく挙げられる

例で，一つの第三者機関が，技術的な検討とPIのコミュ

ニケーションの評価の両方の役割を担うとしよう．その

際，後者に当たっては，手続きの正当性を判断するため

に中立性（この場合，特定の利害関係を持たない立場）

が一般的に要求される．一方前者に当たっては，価値に

深く踏み込む立場である以上，ある特定の価値に基づい

て計画の内容を判断せざるを得ない．したがって，この

第三者機関による判断が一部の団体が持つ価値と合致し，

特定の利害関係をもつ立場と化してしまうことも起こり

得る 4)．このように後者の中立性が損なわれてしまうリ

スクを回避することは極めて重要である． 
第二に，国交省ガイドラインで示されている計画策定

プロセスが，環境省が策定した「戦略的環境アセスメン

ト導入ガイドライン」に示されている戦略的環境アセス

メント（SEA: Strategic Environmental Assessment）のプロ

セスを内包しており，自動的にこれを踏むことになる．

計画の検討に当たっては，社会面，経済面，環境面等，

様々な側面について考慮する必要があることは言うまで

もないが，そのうちの一つである環境面について，まだ

計画内容が具体的に確定しない構想段階においても考慮

すべき事項が一定程度明確になったと言えよう．換言す

ると，構想段階における環境面の考慮が十分かどうかを

一定程度判断することができるようになったのである．

構想段階における環境面の考慮としては，詳細な検討は

さておき，少なくても考慮すべき事項をすべて列挙する

ことは可能であろう．具体的な計画検討段階において環

境面の条件が変更する場合もあるが，そうでない場合に

は，考慮すべき事項が列挙されていればあとは各事項に

ついて詳細に検討を行えばよい．計画内容が具体化しな

い構想段階における環境面の検討内容が以降の具体的な

計画検討段階に対して意義をもつことになると期待され

る． 
第三に，計画検討手順において，計画検討の状況によ

っては，前の手順にフィードバックする必要を明示して

いる．実際にフィードバックするかしないかについては

個別の判断となるが，ひとたび決まった内容を何があっ

ても変えないのではなく，計画の検討に重大な支障をき

たす場合にはこれを再検討する可能性が残っていること

は，手続きとして合理的であろう 5)．このような柔軟な

対応の余地が残されることによって，手続きの合理性が

高まることが期待される． 
このような新たな考え方は，すでに個別の事業に反映

され始めている．そのような事業における新たな成果や

課題を現時点で一度評価することは，今後，同様の考え

方に基づく事業にとっても，あるいは今後の計画策定プ
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ロセスのあり方を考える上でも重要な意義があるだろう． 
以上の認識に基づき，本稿では，国交省ガイドライン

の適用第一号となった那覇空港プロジェクト 6)を事例に，

構想段階における計画策定プロセスや，付随するPIにつ

いて，特に国交省ガイドラインで新たに明示された考え

方に着目して，評価することを試みる．このような評価

を通じて，PIやSEA等を含む計画策定プロセスのあり方

について論じることが目的である．なお，那覇空港プロ

ジェクトは，後述する「戦略的環境アセスメント導入ガ

イドライン」（以下，「環境省ガイドライン」）についても

適用第一号であることを付記する． 

２． 那覇空港プロジェクトの概況 

（１） 那覇空港プロジェクトの概況 
那覇空港は，空港法第四条第一項第五号に該当する国

際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港（旧

第二種空港）であり，国土交通大臣が設置・管理するよ

う定められている 7)．交通政策審議会航空分科会の答申

（2002）8)において，福岡空港と共に「将来艇に需給がひ

っ迫する等の事態が予想される（中略），滑走路増設等を

含めた抜本的な空港能力向上方策等について，幅広い合

意形成を図りつつ，国と地域が連携し，総合的な調査を

進める必要がある．」と位置付けられたのを受けて，国土

交通省大阪航空局，内閣府沖縄総合事務局，沖縄県で構

成する那覇空港調査連絡調整会議が 2003 年度から那覇

空港の総合的な調査を実施した（調査段階）．2004 年度

までの2ヵ年度の調査の成果に基づき，2005年度～2007
年度の 3 ヵ年度を 3 つのステップに分け，空港の課題や

将来像（ステップ1），需要予測や空港能力の見極め（ス

テップ 2），将来対応方策（ステップ 3）についての情報

提供と意見の収集を行う PI を実施した．特にステップ 3
では既存ストックの有効活用案，ゼロオプションに加え，

3 つの滑走路増設案を提示して，対応策に関する情報の

共有が図られた．その結果，2010～2015年度頃には航空

旅客需要の増加に対応できないおそれがあり，またPIを
通じて滑走路増設等の将来対応方策に肯定的な意見が多

数寄せられたことを踏まえて，滑走路増設の必要性を確

認し，2008年度より構想段階へ移行した 9)． 
構想段階では，調査段階で提示された滑走路増設 3 案

を基本に，複数の選択肢から滑走路増設の概ねの位置や

規模を選定した．これを踏まえて，2009年3月に構想段

階を終了し，施設計画段階へ移行した． 

（２） 計画検討体制 
構想段階からの計画の検討は，内閣府沖縄総合事務局，

国土交通省大阪航空局，沖縄県によって構成される那覇

空港構想・施設計画段階検討協議会が行っている．なお，

那覇空港の設置・管理において権限のない沖縄県は，地

域の代表者という位置付けである．また，技術・専門的

検討に当たっては「那覇空港技術検討委員会」，PIの実施

に当たっては透明性・公平性を確保するため「那覇空港

構想段階PI評価委員会」というそれぞれ学識経験者等で

構成する第三者機関を設置し，指導・評価・助言を受け

ている． 

（３） 計画策定プロセス 
構想段階の計画の検討は，図-1のようなプロセスで行

われた．はじめに，計画の検討や技術・専門的な検討を

複数代替案の設定から比較評価まで行い，その後，PI 実
施期間を設定して 3 か月弱の間に情報提供や意見の収集

が実施された．なお，計画検討の進捗状況（主に委員会

の記録）については，PI 実施期間以前にも HP で情報が

提供されていた．なお，PI の後に追加検討が必要な場合

には，そのように進めることと設定した． 

３． 那覇空港プロジェクトにみる成果と課題 

（１） 3 プロセスの分離と第三者機関の位置付けの明

確化 
那覇空港プロジェクトでは，図-1のように，国交省ガ

イドラインに準じて計画策定プロセスを 3 つのプロセス

によって明示した．これにより，計画検討と技術・専門

的検討，住民参画促進（PI）の各プロセスが区別された． 
一方，これに対応させるように，那覇空港プロジェク

トでは二つの第三者機関が設置された．一つは，交通計

画や空港計画をはじめ，観光や旅客，海洋の生態系や環

境等，様々な部門の専門家12名で構成された「那覇空港

技術検討委員会」であり，これは技術・専門的検討に対

して助言する機関である．所掌事項は，「技術・専門的検

討に用いるデータや解析手法，技術・専門的検討を行う

べき内容や検討課程及び検討結果の妥当性，その他技術

図-1 那覇空港プロジェクトにおける計画策定プロセス 

（出典：那覇空港プロジェクト HP6）） 

 



的・専門的検討に係る事項，について指導・助言を行う」

であり，技術・専門的な検討の合理性を担保する役割を

担った．また，もう一つはPIやコミュニケーション等の

専門家5名で構成された「那覇空港構想段階PI評価委員

会」であり，これは，住民参画促進に対して助言する期

間である．所掌事項は，「PI 実施計画に関すること，PI
実施期間中のPI活動に関すること，PI実施結果に関する

こと，について評価及び助言を行う」ことであり，計画

プロセスの透明性・公正性を確保するため，PI のコミュ

ニケーションの妥当性を担保する役割を担った． 
このように，二つの第三者機関がそれぞれ別のプロセ

スに対応するように設置されたことによって，価値に深

く踏み込んで計画の内容を検討する立場と，特定の利害

関係をもたない中立な立場が別の機関の役割になったた

め，組織として特にPI評価委員会の中立性が損なわれな

かったと言える．これは，計画策定プロセスにおける第

三者機関の役割を明確化したことによるメリットであろ

う． 

（２） 構想段階におけるSEA 
SEA は，個別の事業実施に先立つ戦略的な意思決定段

階，すなわち，政策や上位計画を対象とする環境アセス

メントである 10)．SEAの意義の一つは，事業の実施段階

での環境アセスメントの限界を補完することとされてお

り 10)，事業の規模や，施設のおおむねの位置が決まった

段階でようやく環境配慮について検討するだけではなく，

それらを決める段階においても検討することにある．ま

た環境省ガイドライン 11)では，SEAの標準的な手続きは

次のように示されている：１）発議，２）評価方法の検

討（公衆の意見の把握），３）評価文書の作成（公衆の意

見の把握，関係自治体の意見の把握，環境省の意見）．ま

た，屋井 12), 13)によれば，構想段階におけるSEAの重要な

ポイントは，１）環境に配慮した代替案の設定，２）既

存文献資料に基づく概略の比較，３）環境評価への環境

部局や環境専門家等の関与，であるとされている． 
a) 複数代替案の設定と比較評価 
那覇空港プロジェクトの構想段階では，滑走路増設案

を 2 案作成した．環境面に着目すると，調査段階までに

挙がった市民の意見や，関係する自治体等の声明を受け

て，それらを反映するように設定したといえる．比較評

価においても同様で，把握することができたあらゆる関

心に基づいている．このように，構想段階までに十分に

市民等の意見を把握することによって，SEA においても

それらを反映することができたと言えるだろう． 
b) 環境省の参加 
第 3 回那覇空港技術検討委員会では，PI の実施を受け

て，技術的な検討にかかわる対応は十分か，さらに必要

となる技術的な検討事項がないか，審議された．追加的

な検討事項がないと判断される場合には，この回をもっ

て同委員会が役割を終えることになる．すなわち，環境

面の審議について言えば，SEA が十分であるかどうかを

最終的に判断する場となり得る． 
この回には，SEA で意見をする立場にある環境省がオ

ブザーバとして参加し，SEA として十分な検討を行った

ことを評価した．このような取り組みには重要な意義が

あるだろう．繰り返しになるが，計画は社会面，経済面，

環境面のほか，様々な側面を考慮して検討するものであ

って，環境面の検討のみをもって検討するものではない．

しかしながら，環境面については特にSEAを実施するこ

とによって重大な環境影響を回避することが求められて

いる．したがって，計画策定プロセスがSEAを内包する

形で両者が密接な関係の下に実施されることにより，

SEA に相当する検討内容が十分であるという判断が可能

であれば，これは同時に構想段階において十分な環境配

慮を実施したといえる．以後の具体的な計画検討に当た

っても，構想段階での検討内容が重要な意味を持つので

ある．そのためにも，計画検討の中で，SEA で意見をす

る担当部局によって評価を受けることにより，検討内容

が十分である否かを判断されることは重要な意義がある

だろう． 

（３） 前の手順にフィードバックする可能性 
屋井 5)が「手前のステップに戻れる手順が存在するこ

と（遡及可能性）」を手続き合理性の要件として位置付け

ているように，必要に応じて前の手順にフィードバック

する可能性を残しておくことは，手続きとして合理的で

ある． 
那覇空港プロジェクトでは，PI の実施期間が設定され

たが，PI の実施期間後に，必要に応じて追加検討（当初

は修正案の作成・提示）を行うプロセスが用意されてい

た（図-1参照）．このような可能性を残しておくことで，

手続きの合理性を高めることは重要な取り組みであろう．

なお，実際の計画検討においては，PI の実施を受けて新

たに検討すべき事項はないという判断により追加検討は

行われなかった． 

（４） 今後の課題 
a) 3プロセスの分離と第三者機関の位置付けの明確化 
本稿では，特に第三者機関の位置付けが明確化したこ

とによるメリットについて簡単に整理したが，一方で，

これらが市民からはどのように評価されているのか明ら

かになっていない．これについての評価は，今後の課題

である． 
b) 構想段階におけるSEA 
構想段階での検討においてSEAを包含することのメリ

ットについては，那覇空港プロジェクトの事例からも理



解することができた．また，環境を評価する担当部局に

よる参加についても，大変重要な意義がある．そのため，

今後はこのような担当部局による参加を組み込んで，役

者が揃うような仕組みについて検討できないだろうか． 
c) 前の手順にフィードバックする可能性 
前の手順にフィードバックする可能性を残すことは，

一方でプロセスが合理的であるいう信頼を獲得するとい

う効果があると推察される．これについては，以後の意

識調査等による分析が必要である． 

４． おわりに 

本稿では，国交省ガイドラインで新たに示された考え

方についておもに着目し，国交省ガイドラインと環境省

ガイドラインの適用第一号となった那覇空港プロジェク

トを事例に，公共事業の構想段階における計画策定プロ

セスとPIについて評価を試みた．両ガイドラインの趣旨

に照らして積極的に構想段階を実施した事例を取り上げ

ることで，簡単ではあるがその成果と課題を抽出した．

今後は，事例の蓄積と並行して，計画内容や手続き，あ

るいは SEA や PI を含む計画の要件について議論を深め

ていく時期に差し掛かっているのではないだろうか． 
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